
「地方創生に資する金融機関等の特徴的な取組事例」の表彰について 

 

 

当金庫では、営業活動を行う北河内地区における「地方創生」を実現するための施策の 1 つ

として「近居・住み替え促進事業（愛称：巡リズム）」を推進しております。 

この「巡リズム」は、住みにくくなったり空き家となった住宅をリノベーションして、子育て

世代の方に賃貸したり、或いは売却や取り壊して有効活用することで、安心して暮らしていた

だける高齢者用住宅への入居などをお手伝いする事業であり、高齢者の生活に安心を与えると

同時に、子育て世代の地域への流入を促進させることにより、持続的な地域活性化を図ること

を目的としております。 

全国の金融機関では、地方創生に向けてその地域の特性に合わせた様々な取組みを行ってお

りますが、このたび、当金庫の推進する「巡リズム」が、内閣府の「まち・ひと・しごと創生本

部」から「地方創生に資する金融機関等の特徴的な取組事例」として表彰を受けました。 

今年度の「地方創生に資する金融機関等の特徴的な取組事例」には、当金庫の「巡リズム」を

含む 34 選が認定され、平成 29 年 1月 12 日（木）に近畿財務局において、内閣府の地方創生

推進室 室長代理である川上尚貴氏より、当金庫理事長の吉野敬昌へ表彰状が授与されました。 

当金庫の営業地区である北河内地区においても、少子高齢化と人口減少が大きな問題となっ

ておりますが、当金庫では、この「巡リズム」を積極的に推進することで、高齢者の生活の安心

と子育て世代の地域への流入を実現し、様々な世代の方が生活を営む活気ある地域の創生に向

けて、最大限の力を注ぐ方針であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左が当金庫理事長 吉野敬昌）        （近畿財務局管内では 4 信用金庫が表彰を受けました） 
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